
 

38 

 

２ 第 42 条の 12 の５《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係 

 

【改正の概要】 

 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度について、次の見

直しが行われた。 

⑴ 法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置が改組され、青色申告書を

提出する法人が、令和３年４月１日から令和５年３月 31日までの間に開始する各事業年度

において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度において

次の①の要件を満たすときは、その法人のその事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給

額（その事業年度において、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人

税額の特別控除制度の適用を受ける場合には、その控除を受ける金額の計算の基礎となっ

た者に対する給与等の支給額を控除した残額）の15％（その事業年度において次の②の要件

を満たす場合には、20％）相当額の税額控除ができる措置とされた。 

① その法人の新規雇用者給与等支給額からその新規雇用者比較給与等支給額を控除した

金額のその新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が２％以上であること。  

② その法人のその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額

からその比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が

20％以上であること。 

⑵ 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置について、次の見直しが行われ

た上、その適用期限が令和５年３月31日まで２年延長された。 

① 本措置の適用を受けるための要件である「その中小企業者等の継続雇用者給与等支給

額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支

給額に対する割合が1.5％以上であること」との要件について、その中小企業者等の雇用

者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与

等支給額に対する割合が1.5％以上であることとの要件とされた。 

② 税額控除割合を乗ずる基礎となる金額である「その雇用者給与等支給額からその比較

雇用者給与等支給額を控除した金額」について、その給与等に充てるため他の者から支払

を受ける金額のうち雇用調整助成金等の額を給与等の支給額から控除して計算すること

とされた上、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用調整助成

金等の額を給与等の支給額から控除しないで計算した金額が上限とされた。  

③ 税額控除割合が25％となる要件である「その中小企業者等の継続雇用者給与等支給額

からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給

額に対する割合が2.5％以上であること」との要件について、その中小企業者等の雇用者

給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等

支給額に対する割合が2.5％以上であることとの要件とされた。 

 

  


